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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　着座者の背部の荷重を受け止める背受体と、
　該背受体の裏面側に配置されて当該背受体を支持する背受支持体と、を有し、
　前記背受体の上端部と前記背受支持体の上端部とが相互に結合された背もたれ部を備え
る椅子において、
　前記背受支持体の上端部には、左右方向に延出する横梁部が設けられ、
　該横梁部の前面には、前記背受体に設けられた係合突起が係合し得る係合凹部が形成さ
れ、前記横梁部の下面には、前記係合凹部の下方において、当該横梁部が把持されるとき
の指先の挿入を許容する上方側に窪んだ窪み部が設けられていることを特徴とする椅子。
【請求項２】
　前記横梁部は、後面と前記下面とが鋭角を成す断面形状に形成されている特徴とする請
求項１に記載の椅子。
【請求項３】
　前記横梁部の前記下面には、前記窪み部の開口縁の前部側で上方側に窪む段差部が設け
られていることを特徴とする請求項１または２に記載の椅子。
【請求項４】
　前記横梁部の後面には、当該横梁部に取り付けられる追加機能部品の支持部が設けられ
ていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の椅子。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　この発明は、背凭れ部を備えた椅子に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　事務用等として用いられる椅子として、着座者の背部の荷重を受け止める背受体が、椅
子本体部に連結された背受支持体の前面側に支持される構造のものがある。
　この種の椅子としては、背受体の上端部から下方に離間した部位が背受支持体に揺動可
能に支持されたものが知られている（例えば、特許文献１，２参照）。
　この椅子は、着座者の背部の荷重を受ける背受体の上端側が遊端となるため、着座者が
背中を大きく後方に反らせたとき等に安楽姿勢をとり易い利点がある。一方、この椅子に
おいては、着座者が背中を背受体に接触させた状態では、頭部が後方側に傾斜し易く、頭
部を前方側に若干傾けた執務姿勢になり難い。
【０００３】
　これに対し、執務姿勢を維持するのに適した椅子として、背受体の上端部が背受支持体
の上端部に連結されたものが案出されている（例えば、特許文献３，４参照）。
　この椅子は、背受体の上端部が背受支持体に固定され、背受支持体の上端部よりもやや
下方位置が後方側に変位し易くなっている。このため、着座者の肩部が背受体の上端部よ
りもやや下方位置に接すると、背受体上の着座者の肩部に接した部分が後方側に変形し、
着座者の頭部が相対的に前方に押し出される執務姿勢をとり易くなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第５１３２９１７号公報
【特許文献２】特開２０１０－０６３８２１号公報
【特許文献３】特開２０１１－０９２５３７号公報
【特許文献４】特許第４６９３２２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、特許文献１，２に記載のタイプの椅子は、背受体と背受支持体とが上端部か
ら下方に所定距離離間した位置で相互に連結されているため、椅子を把持して移動させる
場合等には、背受支持体の上辺を把手として容易に握ることができる。
　しかし、特許文献３，４に記載のタイプの椅子は、背受体と背受支持体とが上端部同士
で相互に接して結合されているため、背受支持体の上辺を把手として握ろうとしても、背
受支持体の前面側に指先を入り込ませるための隙間がなく、椅子の上部を安定的に把持す
ることが難しい。
【０００６】
　そこでこの発明は、背受体と背受支持体の上端部同士が結合された構造でありながら、
背受支持体を把手として容易に利用することのできる椅子を提供しようとするものである
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る椅子は、着座者の背部の荷重を受け止める背受体と、該背受体の裏面側
に配置されて当該背受体を支持する背受支持体と、を有し、前記背受体の上端部と前記背
受支持体の上端部とが相互に結合された背もたれ部を備える椅子において、前記背受支持
体の上端部には、左右方向に延出する横梁部が設けられ、該横梁部の前面には、前記背受
体に設けられた係合突起が係合し得る係合凹部が形成され、前記横梁部の下面には、前記
係合凹部の下方において、当該横梁部が把持されるときの指先の挿入を許容する上方側に
窪んだ窪み部が設けられていることを特徴とするものである。
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　この発明の場合、椅子を移動するとき等には、背受支持体の横梁部の下面の窪み部に指
先を挿入することにより、背受支持体の上部を容易に、かつ安定的に把持することが可能
になる。
【０００８】
　前記横梁部は、後面と前記下面とが鋭角を成す断面形状に形成されていることが望まし
い。
　この場合、親指を上部側を掛け、その他の指を横梁部の下面の窪み部側に回り込ませた
ときに、その他の指の関節が横梁部の後面と下面の間の鋭角部分で、力を入れやすい自然
な角度に曲げられるようになる。
【０００９】
　また、前記横梁部の前記下面には、前記窪み部の開口縁の前部側で上方側に窪む段差部
が設けられていることが望ましい。
　この場合、背受支持体の横梁部を把持するために窪み部内に指を入れようとした人の指
先が万一窪み部の前方側に差し入れられても、窪み部の前方には、窪み部の開口縁に対し
て上方側に窪む段差部が設けられているため、その段差部の壁に指を掛けることによって
横梁部を容易に把持することができる。
【００１０】
　前記横梁部の後面には、当該横梁部に取り付けられる追加機能部品の支持部が設けられ
るようにしても良い。
　この場合、追加機能部品が横梁部に取り付けられたときにも、追加可能部品がその横梁
部の後面に支持されるため、横梁部の下面側の窪み部は追加機能部品によって閉塞される
ことがなく、窪み部に指先を掛けての横梁部の容易な把持が可能になる。
【発明の効果】
【００１１】
　この発明によれば、背受支持体の横梁部の下面に、当該横梁部を把持した人の指先の挿
入を許容する窪み部が設けられているため、背受体と背受支持体の上端部同士が結合され
た構造でありながら、背受支持体の上端部を把手として容易に、かつ安定的に把持するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】この発明の一実施形態の椅子の側面図である。
【図２】この発明の一実施形態の椅子の平面図である。
【図３】この発明の一実施形態の椅子の背面図である。
【図４】この発明の一実施形態の椅子の背面側斜視図である。
【図５】この発明の一実施形態の椅子の背凭れ部を後部下方から見た斜視図である。
【図６】この発明の一実施形態の椅子の背板を後部下方から見た斜視図である。
【図７】この発明の一実施形態の椅子の背板支持枠を前部下方から見た斜視図である。
【図８】この発明の一実施形態の椅子の図５のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面に対応する断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、この発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。なお、以下の説明においては
、椅子に正規姿勢で着座した人の正面が向く図中矢印ＦＲの指す向きを「前」と呼び、そ
れと逆側の向きを「後」と呼ぶものとする。また、「上」，「下」と「左」，「右」につ
いては、椅子に正規姿勢で着座した人の上方の図中矢印ＵＰの指す向きを「上」、それと
逆側の向きを「下」と呼び、椅子に正規姿勢で着座した人の左側の図中矢印ＬＨの指す向
きを「左」、それと逆側の向きを「右」と呼ぶものとする。
【００１４】
　図１，図２は、この実施形態の椅子１の側面図と平面図であり、図３，図４は、この実
施形態の椅子１の背面図と背面側斜視図である。
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　これらの図に示すように、この実施形態の椅子１は、フロア上に載置される脚部２と、
脚部２の上端に設置されるボックス状の支基３と、着座者が着座する座体４と、支基３の
上面に取り付けられ座体４を支持する座受部材５と、支基３から後部上方側に延出して座
体４に着座した着座者の背部を支持する背凭れ部５０と、を備えている。この実施形態に
おいては、脚部２、支基３、座受部材５、及び、座体４が椅子本体部を構成している。
【００１５】
　脚部２は、キャスタ９ａ付きの多岐脚９と、多岐脚９の中央部より起立し昇降機構であ
るガススプリングを内蔵する脚柱１０と、を備え、脚柱１０の上端部に支基３が水平方向
に回転可能に取り付けられている。支基３には、脚柱１０の昇降調整機構と背凭れ部５０
の傾動調整機構が内蔵されている。
【００１６】
　座体４は、骨格部を成す座板１３と、座板１３の上部に取り付けられる座本体１４と、
を備えている。座本体１４は、詳細な図示は省略するが、座板１３の外周縁部に取り付け
られる座枠（図示せず）と、座板１３の上面に設置されるウレタン等から成るクッション
材（図示せず）と、座枠に張設されてクッション材の上方側を覆う合成樹脂製の張材１５
と、を備えている。
【００１７】
　背凭れ部５０は、前端部が支基３内の傾動調整機構に連結され、支基３の後端部から斜
め後部上方側に向かって延出する連結ステー１７と、連結ステー１７の後端部に連結され
、連結ステー１７から上方に立ち上がるように延出する矩形枠状の背受支持体７と、背受
支持体７の前面側に支持されて座体４に着座した着座者の背部を支持する背受体６と、を
備えている。背受支持体７は、背受体６に入力された着座者の背部の荷重を、連結ステー
１７を介して椅子本体部側に支持させるための強度部品であるため、剛性及び強度の充分
に高い合成樹脂によって形成されている。
　なお、図１中、符号１１は、支基３上における背凭れ部５０の枢支軸であり、符号１２
は、支基３の側面に突設された傾動調整機構の操作ノブである。
【００１８】
　背凭れ部５０の背受体６は、縦長の矩形枠状の背板枠１８と、その背板枠１８に、背板
枠１８の内側の開口１８ｄを覆うように張設された張材１９と、を備えている。背板枠１
８は、弾性を有する合成樹脂によって一体に形成され、張材１９は、伸縮性を有する合成
樹脂製繊維がメッシュ状に編まれて形成されている。張材１９は比較的高い張力をもって
背板枠１８に張設され、座体４に着座した着座者の背部と接触して着座者の背部の荷重を
直接受け止めるようになっている。なお、張材１９の外周端部は、背板枠１８の外周端面
に形成された図示しない保持溝内に適宜手段によって係止固定されている。
【００１９】
　図５は、背凭れ部５０の上半部を示す図であり、図６は、背受体６の単体の上半部を示
す図である。また、図７は、背受支持体７の単体の上半部を示す図であり、図８は、図５
の背凭れ部５０のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ断面に対応する断面を示す図である。なお、図５，
図６，図８においては、背受体６の背板枠１８に取り付けられる張材１９は図示都合上省
略されている。
　これらの図にも示すように、背受体６の背板枠１８は、正面視では四隅が丸みを帯びた
縦長の略矩形状に形成され、側面視では、高さ方向の下から３分の１程度の高さ位置が前
方側に最も膨出するように湾曲して形成されている。背板枠１８の上辺１８ａは上部後方
側に向かって水平方向に近づくように大きく傾斜している。また、背板枠１８は、図２に
示すように、平面視では左右方向の中央領域が後方側に若干窪むように湾曲している。背
板枠１８の前方側に最も膨出する領域は、座体４に着座した着座者のほぼ腰部付近を支持
する領域に設定されている。以下、背板枠１８の前方側に最も膨出する部位を「前方膨出
部２０」と呼ぶものとする。
　また、背板枠１８の周縁部のほぼ全域の前面は、開口１８ｄの内側から外側に向かって
後部側に滑らかに傾斜している。
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【００２０】
　一方、背受支持体７は、背面視（正面視）では下方側が若干窄まった縦長の略矩形枠状
に形成されている。より正確には、図３に示すように左右の側辺７ｃ（縦梁部）の上半部
は相互に略平行になるように上下方向に延出し、左右の側辺７ｃ（縦梁部）の下半部は、
下方に向かって次第に離間幅が狭まるように傾斜している。そして、左右の側辺７ｃの上
端部同士は、左右方向に略水平に延出する上辺７ａによって連結され、左右の側辺７ｃの
下端部同士は、上辺７ａよりも延出長さの短い下辺７ｂによって連結されている。背受支
持体７の上辺７ａと下辺７ｂは肉厚のブロック状に形成され、左右両側の側辺７ｃは薄肉
の板状に形成されている。この実施形態においては、上辺７ａが背受支持体７の上端部に
おける横梁部を構成している。
　左右の側辺７ｃは、図５，図７に示すように、側辺本体部７ｃ－１が幅方向の内側から
外側に向かって前方側に傾斜して延出しており、幅方向内側の端部には、前方側に突出す
る補強リブ７ｃ－２が突設されている。
【００２１】
　背受体６の背板枠１８は、上辺１８ａの左右方向に離間した３箇所と下辺１８ｂの中央
の１箇所で背受支持体７に固定されている。具体的には、図３に示すように、背板枠１８
の上辺１８ａは、後に詳述する係合突起２２による係止によって背受支持体７の上辺７ａ
に固定され、背板枠１８の下辺１８ｂは、ボルト２３による締結によって背受支持体７の
下辺７ｂに固定されている。
【００２２】
　背受支持体７は、側面視では、側辺７ｃの高さ方向の下から３分の１程度の高さ位置が
前方側に最も膨出するように湾曲して形成されている。この最も前方に膨出する前方膨出
部２１は、背板枠１８の前方膨出部２０とほぼ対応した位置に設定されている。ただし、
背受支持体７の前方膨出部２１の膨出高さは、背板枠１８の前方膨出部２０の膨出高さよ
りも低く設定されている。
【００２３】
　また、背受支持体７の左右の側辺７ｃの前方膨出部２１と背板枠１８の前方膨出部２０
の間には、背板枠１８の前方膨出部２０の膨出高さを変えることによって背受体６の側縁
の湾曲形状を変更する形状変更機構２４が介装されている。なお、図中符号２４ａは、形
状変更機構２４の操作レバーである。
【００２４】
　ところで、背板枠１８の上辺１８ａの後面１８ａ－１には、図６に示すように、３つの
係合突起２２が左右方向に等間隔に離間して突設され、背受支持体７の上辺７ａの前面７
ａ－１のうちの、背板枠１８の各係合突起２２に対応する位置には、図７に示すように、
係合突起２２が挿入される３つの挿入孔２５が形成されている。
　背板枠１８に突設される各係合突起２２は、図８にも示すように、上下方向の厚みに対
し突出方向の長さと左右方向の幅が広い矩形板状の挿入板部２２ａと、挿入板部２２ａの
先端部に接続されて左右方向に張り出す張り出し係止部２２ｂと、を備えている。張り出
し係止部２２ｂは、挿入板部２２ａと同厚みの板状に形成されている。張り出し係止部２
２ｂと挿入板部２２ａの幅方向の中央位置には、長孔状の肉抜き孔３０が連続して形成さ
れている。この肉抜き孔３０は、張り出し係止部２２ｂに側方から外力が加えられたとき
に、張り出し係止部２２ｂを幅方向内側に撓み易くするための撓み許容部を構成している
。また、張り出し係止部２２ｂの左右両側の端部には、前方側に向かって内向きに傾斜す
るテーパ面２２ｂ－１が形成されている。
【００２５】
　図８に示すように、背受支持体７の上辺７ａの前面７ａ－１は、背板枠１８の上辺１８
ａの傾斜形状に沿うように、上部後方側に向かって傾斜して形成されている。背板枠１８
の上辺１８ａの後面１８ａ－１と背受支持体７の上辺７ａの前面７ａ－１は、背板枠１８
に前方側から荷重が加えられたときに相互に当接する対向面とされている。係合突起２２
と挿入孔２５は、前後方向に略水平に延出するように形成されている。



(6) JP 6327598 B2 2018.5.23

10

20

30

40

50

【００２６】
　背受支持体７の上辺７ａの下面には、図５に示すように上方側に向かって凹状に窪む３
つの開口部３１が設けられている。これらの開口部３１は、各挿入孔２５に対応して設け
られ、各底部内に対応する挿入孔２５が連通するようになっている。開口部３１の底部は
挿入孔２５の左右方向の幅よりも広く形成され、係合突起２２が背受支持体７の前方側か
ら挿入孔２５に挿入されたときに、係合突起２２の張り出し係止部２２ｂが開口部３１の
底部内に収容されるようになっている。開口部３１の底部前方側に開口する挿入孔２５の
開口縁は、挿入孔２５から突出した張り出し係止部２２ｂと係合して係合突起２２の抜け
を規制する抜け規制部２９を構成している。各開口部３１は、係合突起２２と抜け規制部
２９の係合方向と略直交する方向から張り出し係止部２２ｂを視認し得るようになってい
る。
【００２７】
　また、背受支持体７の上辺７ａの下面のうちの幅方向の中央領域には、左右方向に長い
略長方形状の窪み部３２が上方側に窪んで形成されている。この窪み部３２は、背受支持
体７の上辺７ａの中央部が後方から把手として把持されるときに、把持する人の親指以外
の４本の指が挿入し得る広さに形成されている。また、背受支持体７の上辺７ａの下面の
うちの、窪み部３２の前方側には、窪み部３２の開口縁に対して上方側に窪む段差部３３
が形成されている。この段差部３３は、窪み部３２よりも左右方向に広い幅に亙って形成
されている。
　なお、背受支持体７の上辺７ａの下面に形成される上記の３つの開口部３１のうち、中
央の開口部３１は、図８に示すように、窪み部３２内の底部中央に開口している。
【００２８】
　背受支持体７の上辺７ａの中央領域の後面は、上辺７ａの下面に対して鋭角を成すよう
に前方側に向かって傾斜している。したがって、背受支持体７の上辺７ａの中央領域は、
後面と下面とが鋭角を成す断面形状に形成されている。
　背受支持体７の上辺７ａの後面には、ヘッドレスト等の追加機能部品３９を係止固定す
るための係止凹部３５（支持部）が形成されている。この係止凹部３５内の両端部に対応
する位置には、追加機能部品３９をねじ止めするための図示しない取付孔とナットが設け
られている。この係止凹部３５は、追加機能部品を取り付けない場合には、図２～図４に
示すように閉塞キャップ４０によって塞がれる。
【００２９】
　背受体６を背受支持体７に取り付ける場合には、背受体６の背板枠１８の上辺１８ａの
３つの係合突起２２を背受支持体７の上辺７ａの対応する挿入孔２５に挿入する。このと
き、係合突起２２の張り出し係止部２２ｂの先端側が挿入孔２５内に押し入れられると、
張り出し係止部２２ｂがテーパ面２２ｂ－１を通して挿入孔２５の内壁から押圧力を受け
、張り出し係止部２２ｂが肉抜き孔３０方向に押し縮められる。こうして係合突起２２の
挿入が進んで、張り出し係止部２２ｂが挿入孔２５から開口部３１の底部側に突出すると
、張り出し係止部２２ｂが開口部３１内で弾性的に形状復帰して開口部３１内の抜け規制
部２９と当接するようになる。この結果、背受体６の上辺部分が背受支持体７の上辺７ａ
にほぼ接した状態で連結される。この後、背受体６の背板枠１８は、ボルト２３によって
その下辺１８ｂが背受支持体７の下辺７ｂに締結固定される。
【００３０】
　この実施形態の椅子１は、上述のように背受体６の上辺部分が背受支持体７の上辺７ａ
にほぼ接した状態で連結されるために、椅子１の移動等のために背受支持体７の上辺７ａ
を把持しようとするときに、指先を上辺７ａの前面７ａ－１側に下方から差し込むことが
できない。
　しかし、この実施形態の椅子１においては、背受支持体７の上辺７ａの下面中央に上方
側に窪む略長方形状の窪み部３２が形成されているため、背受支持体７の上辺７ａを握手
とし把持する場合には、親指を背受体６の上端部前面側に掛けた状態で他の４本の指を背
受支持体７の上辺７ａの下面側に回り込ませ、その４本の指の指先、若しくはそのうちの
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に把持することができる。したがって、この実施形態の椅子１は、背受体６と背受支持体
７が上辺同士で結合されて着座時に執務姿勢をとり易い構造でありながら、椅子１の移動
時等には、背受支持体７の上辺７ａを把手として容易に、かつ安定的に把持することがで
きる。
【００３１】
　また、この実施形態の椅子１は、背受支持体７の上辺７ａの中央領域の断面形状が、後
面と下面とが鋭角を成す形状とされているため、背受支持体７の上辺７ａの中央領域を握
手として把持するときに、上辺７ａの下面側に回り込ませた親指以外の四本の指の関節を
、後面と下面の間の鋭角部分で、力を入れやすい自然な角度に屈曲させることができる。
したがって、この椅子１の場合、背受支持体７の上辺７ａをより容易に把持することがで
きる。
【００３２】
　さらに、この実施形態の椅子１においては、背受支持体７の上辺７ａの下面に、窪み部
３２の開口縁の前部側で上方側に窪む段差部３３が設けられているため、背受支持体７の
上辺７ａを把持するために窪み部３２内に指を入れようとした指先が万一窪み部３２の前
方側に差し入れられても、段差部３３の後部側の壁に指を掛けることによって上辺７ａを
容易に把持することができる。
【００３３】
　また、この実施形態の椅子１の場合、背受支持体７の上辺７ａにヘッドレスト等の追加
機能部品３９を取り付けるための係止凹部３５が上辺７ａの後面に設けられているため、
図８中の仮想線で示すように、背受支持体７の上辺７ａに追加機能部品３９が取り付けら
れたときにも、上辺７ａの下面側の窪み部３２が追加機能部品によって閉塞されたり、指
先を差し入れるためのスペースが狭められたりすることがない。したがって、この実施形
態の椅子１においては、追加機能部品３９を取り付けた場合にも、背受支持体７の上辺７
ａを容易に、かつ安定的に把持することができる。
【００３４】
　なお、この発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範
囲で種々の設計変更が可能である。例えば、上記の実施形態においては、背板枠１８に張
材１９が張設されて背受体６が構成されているが、背受体は、内側に大きな開口のない板
状部材にクッション材と張材を付設した構造や、柔軟性を有する板状部材の単体から成る
構造であっても良い。
【符号の説明】
【００３５】
　１　椅子
　６　背受体
　７　背受支持体
　７ａ　上辺（横梁部）
　２５　挿入孔（係合凹部）
　３２　窪み部
　３３　段差部
　３５　係止凹部（支持部）
　３９　追加機能部品
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